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愛 知 県 議 会 議 員 選 挙 の

選挙区及び選挙区の議員の数が変わります
次の愛知県議会議員一般選挙（平成1９年4月８日投票日）から、『新城市選挙区』と『北設楽郡選挙区及び南設楽郡選挙区』のふたつの選挙区がひとつになり、また、選挙すべき議員の数が合わせて１人に改定されます。
(「愛知県議会の議員の定数並びに選挙区及び各選挙区の議員の数に関する条例」が平成18年10月20日に一部改正されました。)
【 改 定 前 】

	選挙区の名称及び区域
	選挙すべき

議員の数

	新　城　市
	1人

	北設楽郡及び南設楽郡
	1人



【 改 定 後 】

	選挙区の名称及び区域
	選挙すべき

議員の数

	新城市及び北設楽郡
	1人


詳しくは、愛知県選挙管理委員会、愛知県選挙管理委員会新城設楽事務所又は新城市選挙管理委員会までお問い合わせください。

	愛知県選挙管理委員会
	電話 052-954-6069（直）

	愛知県選挙管理委員会新城設楽事務所
	電話 0536-23-2111（代）

電話0536-23-7617（直）

	新城市選挙管理委員会
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